
独立行政法人自動車技術総合機構独立行政法人自動車技術総合機構独立行政法人自動車技術総合機構独立行政法人自動車技術総合機構    中期計画中期計画中期計画中期計画 

 

Ⅰ．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション）Ⅰ．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション）Ⅰ．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション）Ⅰ．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

 独立行政法人自動車技術総合機構（以下「自動車機構」という。）の役割は、道路運送車

両法に基づく基準適合性審査、リコール技術検証等の業務を、引き続き的確で厳正かつ公

正に実施するだけでなく、自動車の設計から使用段階までを総合的に対応することによる

シナジー効果の創出を通じ、自動車等の陸上交通に係る国民の安全・安心の確保及び環境

の保全を図るとともに、国土交通省が行う自動車等の基準策定に係る研究の中核をなし、

併せて国際標準化業務の支援等を行うことです。 

 これらの役割を果たし、国土交通大臣が定めた自動車機構の中期目標を達成するため、

独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 30 条に基づき、とるべき措置等を以下

のとおり定めます。 

 

Ⅱ．中期Ⅱ．中期Ⅱ．中期Ⅱ．中期計画計画計画計画の期間の期間の期間の期間 

 平成 28 年度～平成 32 年度までの５年間 

 

Ⅲ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためⅢ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためⅢ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためⅢ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

にとるべき措置にとるべき措置にとるべき措置にとるべき措置    

自動車機構設立に当たっては、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年

12 月 24 日閣議決定）に従い、自動車登録業務に係る調査・確認事務を自動車機構に移管す

ること、交通安全環境研究所の名称を維持するとともに代表権を有する役員を置くこと等

の措置をとります。その上で、中期目標に定められた以下の「一定の事業等のまとまり」

ごとに業務を遂行します。 

・道路運送車両法に基づく執行業務等（保安基準適合性の審査、登録に係る確認調査、

リコールに係る技術的検証等）（１．（１）～（３）、２．（２）～（３）、４．） 

・自動車及び鉄道等の研究業務等（２．（１）、３．） 

 

１．的確で厳正かつ公正な業務の実施１．的確で厳正かつ公正な業務の実施１．的確で厳正かつ公正な業務の実施１．的確で厳正かつ公正な業務の実施                                            

【重要度：高】 

業務を厳正かつ公正に実施することは自動車機構の責務であり、その目的達成のために

重要である。 

 

（１）自動車の審査業務（１）自動車の審査業務（１）自動車の審査業務（１）自動車の審査業務 

    ①型式認証における基準適合性審査等①型式認証における基準適合性審査等①型式認証における基準適合性審査等①型式認証における基準適合性審査等 

自動車が市場に投入される前に実施する型式認証における基準適合性審査等の的確で効

率的な実施に向けた取組を推進します。 
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また、地方事務所や海外事務所の創設、審査方法等の改善（50 件以上）により、型式認

証等の申請者である自動車メーカーや装置メーカー等の利便性の向上を図ります。 

    

②使用段階における基準適合性審査②使用段階における基準適合性審査②使用段階における基準適合性審査②使用段階における基準適合性審査 

 自動車の使用段階における基準適合性審査（いわゆる車検時の審査。以下「検査業務」

という。）を的確で厳正かつ公正に実施します。 

 特に、検査業務において審査事務規程に則った審査が行われず、また、基準に適合させ

るために必要な装置を不要と判断する等の不適切事案が発生したことを踏まえ、理事長及

び全理事からなる検査業務適正化推進本部を設置し、推進本部の責任のもと、同種不適切

事案を二度と発生させないよう、審査事務規程等の見直し、不当要求対策の着実な推進、

審査体制の整備等の必要な措置を確実かつ速やかに実施するとともに、その実施を不断に

確認し、検査業務の適正化に取り組みます。 

 具体的には、審査事務規程について、不明確な補修等の規定を明確化することなどによ

り不当要求行為を誘発する要因を排除するとともに、検査工数の効率化による検査官の過

重な負担の軽減を検討します。 

 さらに、受検者による審査への不当介入の排除と審査体制の整備等のため、並行輸入自

動車の審査にあっては、書面審査の徹底、現車審査の複数名での実施の徹底等をすすめて、

並行輸入自動車の外観検査を確実に行うための専用審査棟を設置します。また、事務所に

おける警備員を増員するとともに、監視カメラの増設等を進めます。これらにより、不当

要求対策の着実な推進と審査体制の整備等を進めます。 

 その他、検査後に不正改造が疑われる自動車の情報を国と共有するとともに、これらの

取組全般を不断に点検するため、内部監査室を設置し要員を増加するなど内部監査部門を

強化するとともに、抜き打ち方式の監査も導入するなどにより、内部監督体制を強化しま

す。 

 加えて、監事を補佐する監事監査室を設置する等、チェック機能の強化を図ります。 

 

 また、審査事務規程に則った検査業務が行えるよう、必要な機器・設備を整備するとと

もに、職員への研修や、受検者へ検査業務の理解を求める周知活動等に取り組みます。こ

れらの対策を推進することによって、コース稼働率を年平均 99.5％以上とするため、故障

を起因とするコース閉鎖時間を年平均 2,000 時間以下とします。 

 検査業務の実施にあたっては、受検者の安全性・利便性の向上も重要であることから、

地方事務所に配置している専門案内員の拡充や、案内表示の改善等を実施し、これら対策

を推進することによって、中期目標期間中の重大な事故の発生にかかる度数率を年平均

1.15※以下とします。 

※厚生労働省がまとめる事業所規模が 100名以上の特掲産業別労働災害率のうち自動車整備業の度数率が、

平成 26年度は 1.15であることを踏まえ、それと同等の値とすることを目指すもの。 
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 社会的要請が高い街頭検査への重点化を図るため、街頭検査の実施にあたっては、例え

ば、特に社会的要請が高い騒音対策について、これまで試行的に実施してきた車両下部画

像確認システムの使用を拡大するなど検査内容の充実を図り、検査効果の向上に努めます。

これらの取組にあたっては国と連携して効率的な実施に努め、引き続き、中期目標期間中

に 55万台以上実施することを目指します。また、所要の装置の取り外し等が疑われる車両

に係る情報について、国と共有し、街頭検査を実施することにより、一層の不正改造車対

策を推進します。 

 さらに、国と連携し、不正改造車対策のための活動を行います。 

 

検査業務時の車両の状態を画像等で取得する機器及び検査業務の結果等について電子的

に記録・保存する機器を有効に活用することにより、業務の適正化と不正改造車対策を推

進します。なお、これらの機器の活用にあたっては、機器の改善により、検査業務の負担

増加を緩和することに留意するとともに、街頭検査等での画像照合をより効果的に行う観

点で、継続検査時の車両の状態についても画像を取得するよう、検討します。 

 

（２）自動車の登録確認調査業務（２）自動車の登録確認調査業務（２）自動車の登録確認調査業務（２）自動車の登録確認調査業務 

 国から移管された自動車の登録確認調査の確実な実施に向けた取組を推進します。また、

国土交通省においては、平成 28 年度の業務状況を踏まえ、最終的に移管する人員を平成 29

年度に検討し、平成 30 年度開始までに移管を完了することとしており、連携して準備を進

めます。 

 

（３）自動車のリコール技術検証業務（３）自動車のリコール技術検証業務（３）自動車のリコール技術検証業務（３）自動車のリコール技術検証業務 

 リコールの迅速かつ確実な実施を図るため、国土交通省との連携の下、自動車の不具合

の原因が設計又は製作の過程にあるかの技術的な検証を実施します。この技術的な検証に

活用するため、国土交通省からの依頼に応じて不具合情報を確実に分析することとし、

20,000 件以上の分析に努めます。また、平成 27 年の道路運送車両法の改正によりリコール

に係る報告徴収・立入検査の対象として装置製作者等が加えられたことから、装置を含め

たリコール技術検証の実施のための体制強化を図ります。 

 

２．新技術や社会的要請に対応した行政への支援２．新技術や社会的要請に対応した行政への支援２．新技術や社会的要請に対応した行政への支援２．新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

（１）研究開発の成果の最大化その他の研究業務の質の向上に関する事項（１）研究開発の成果の最大化その他の研究業務の質の向上に関する事項（１）研究開発の成果の最大化その他の研究業務の質の向上に関する事項（１）研究開発の成果の最大化その他の研究業務の質の向上に関する事項    

自動車及び鉄道等の陸上交通に係る国民の安全・安心の確保及び環境の保全を図るため、

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等に資する研究等を交通安全環境研究

所において行います。また、我が国自動車及び鉄道等の技術の国際標準化等のため、研究

成果等を活用し、新たな試験方法等の提案に必要なデータ取得等も行います。 
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これらの研究等を進めるにあたっては、中期目標期間における研究開発の成果の最大化

その他の研究業務の質の向上のため、的確な研究マネジメント体制を整備するとともに、

以下の①から④までに掲げる取組を推進します。 

また、研究業務に係る評価については、研究業務全体を一定の事業等のまとまりと捉え、

自己評価に当たっては、中期目標に定められた評価軸及び指標等に基づいて実施します。 

 

【重要度：高】 

 自動車及び鉄道等の陸上交通に係る技術は、自動運転システム、燃料電池自動車等に

代表されるとおり、日進月歩が激しい。これらの最新の技術に対応した自動車及び鉄道

等の陸上交通に係る安全・環境政策を行うためには、これらの技術に対応した安全・環

境基準を策定するとともに、自動車の型式認証、自動車の検査、リコール等においても、

最新技術に対応させていく必要がある。そのためには、最新の技術に関する知見・デー

タを有しつつ、公正・中立的な立場で実際に研究、調査等を行い、科学的な根拠を持っ

て国への貢献ができる基盤が必要であるため。さらには、我が国技術を国際標準化して

いくためにも、基準獲得交渉において科学的根拠や最新技術に関する知見は必要不可欠

となるため。 

【評価軸】 

● 国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等に反映するための研究である

か。具体的には、自動車、鉄道等の安全の確保、環境の保全及び燃料資源の有効な利

用の確保に係る基準の策定等に資するとされた調査及び研究であるか。 

● 行政ニーズを的確にとらえた研究テーマの設定後においても、研究内容の進捗を定

期的に内部で確認するのみならず、外部有識者等の参加する会議においても確認し、

必要に応じて助言・方向性の修正を行う等、研究開発の成果の最大化に資する取組が

促進されているか。 

 

①研究内容の重点化・成果目標の明確化①研究内容の重点化・成果目標の明確化①研究内容の重点化・成果目標の明確化①研究内容の重点化・成果目標の明確化 

国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等に反映するための自動車及び鉄道

等の研究等に特化し、その成果の最大化のため、別紙１に掲げた方針に沿って重点的に研

究開発を推進します。 

 別紙１に基づく研究内容の重点化・成果目標の明確化を行うため、具体的には、行政担

当者が参加する研究課題選定・評価会議を毎年開催し、行政ニーズとアウトカムを的確に

とらえた研究テーマを設定します。その上で、外部有識者を招聘する研究評価委員会を毎

年開催し、新規研究テーマの必要性、目標設定や研究手法の妥当性等を確認し、実施中の

研究テーマの進捗確認と必要な軌道修正等を行い、終了研究テーマの最終成果の到達度や

社会的有用性等について評価を行い、将来の発展等についてご指導をいただきます。さら

に、交通安全環境研究所長が主催する課題群進捗検討会を課題群ごとに毎年開催し、各研
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究テーマの進捗確認と関連研究分野の連携可能性等を検討し、最大限の成果が効率的に達

成できるように努めます。 

 

②外部連携の強化・研究成果の発信②外部連携の強化・研究成果の発信②外部連携の強化・研究成果の発信②外部連携の強化・研究成果の発信 

国内のみならず諸外国も含めた、公的研究機関、大学、民間企業等との共同研究や人的

交流等の連携を強化し、研究の効率的かつ効果的な実施を図ります。 

 また、研究成果について、国の施策立案への貢献及び国内学会等を通じた研究成果の社

会還元に努めるとともに、国際学会での発表等の国際活動を推進します。 

 これらの目標達成のため、具体的には、共同研究を 90 件程度実施します。また、基準の

策定等に資する調査、研究等を 125 件程度実施します。これらの調査、研究等によって得

られた成果を広く社会に公表するために、国内外の学会等で一人平均 15件程度発表します。

このうち、査読付き論文を一人平均 2.5 件程度発表します。 

 

③受託研究等の獲得③受託研究等の獲得③受託研究等の獲得③受託研究等の獲得    

 自動車機構の設立目的に合致する行政及び民間からの受託研究、受託試験等の実施に努

めます。 

 これらの目標達成のため、具体的には、国等からの受託研究等を 300 件程度実施します。 

 

④知的財産権の活用と管理適正化④知的財産権の活用と管理適正化④知的財産権の活用と管理適正化④知的財産権の活用と管理適正化 

研究者の意欲向上を図るため、知的財産権の活用を図るとともに、その管理を適正に行

います。 

 これらの目標達成のため、具体的には、特許等の産業財産権の出願を 24件程度行います。 

 

（２）自動車の審査業務の高度化（２）自動車の審査業務の高度化（２）自動車の審査業務の高度化（２）自動車の審査業務の高度化 

    ①型式①型式①型式①型式認証における認証における認証における認証における基準適合性審査等基準適合性審査等基準適合性審査等基準適合性審査等    

 進展する自動車技術や型式認証に係る新たな国際相互承認制度に対応するとともに、我

が国技術の国際標準の獲得を目指す国土交通省を支援するため、専門家会議等への参加や

諸外国の関係機関との連携などにより、国際相互承認制度の進展等に貢献しつつ、新たな

審査内容への対応に向けた知識及び技能の習得を図ります。 

 

②使用段階における基準適合性審査②使用段階における基準適合性審査②使用段階における基準適合性審査②使用段階における基準適合性審査    

 進展する自動車技術に対応するため、審査事務規程の改訂や検査業務の実施手法の高度

化を図ります。 

 

（３）自動車のリコール技術検証業務の高度化（３）自動車のリコール技術検証業務の高度化（３）自動車のリコール技術検証業務の高度化（３）自動車のリコール技術検証業務の高度化 

 自動運転システム技術の日進月歩での進展、燃料電池自動車の市販開始など、今後も自
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動車技術の著しい発展が見込まれることから、これらの高度化・複雑化する自動車の新技

術や不具合に対応するため、より高い専門性を有する職員の確保・育成や、外部機関との

連携等、業務体制の強化を図ります。これらの目標達成のために具体的には、担当職員に

よる会議において自動車の事故・火災事例等を踏まえた車両不具合の有無等の詳細検討を

230 件程度実施することにより、車両不具合の有無等の分析を進めるとともに職員の育成を

行います。 

 また、海外事務所等も利用しつつ、諸外国のリコール関連情報の活用を進めます。 

 

３．我が国技術の国際標準化等への支援３．我が国技術の国際標準化等への支援３．我が国技術の国際標準化等への支援３．我が国技術の国際標準化等への支援 

 これまでの研究成果や技術評価・認証審査の知見を活用して、我が国の自動車及び鉄道

等の技術が国際標準となるよう、試験方法等について積極的な提案を着実に進めます。 

【重要度：高】 

『インフラシステム輸出戦略』（平成 27 年 6 月改訂）においては、「国際標準の獲得と認証

基盤の強化」といったことが戦略分野あるいは重要施策として掲げられており、我が国自

動車産業及び鉄道産業の活性化及び国際競争力の確保を図る必要があるため。 

 

（１）自動車技術の国際標準化（１）自動車技術の国際標準化（１）自動車技術の国際標準化（１）自動車技術の国際標準化 

 我が国技術の国際標準の獲得を目指した国土交通省の自動車基準調和世界フォーラム

（UN/ECE/WP29）等における活動を支援するため、職員を我が国代表の一員として同フ

ォーラムの各専門家会合に参加させ、国際標準等の提案に必要なデータ提供等を積極的に

行います。これらの目標達成のために具体的には、同会合に 60 回程度参加するとともに、

国内における国際標準獲得に向けた検討にも積極的に参画します。この対応のため、国際

標準化を推進する専門の部署を設置するなど実施体制の強化を図ります。 

 

（２）鉄道技術の国際標準化（２）鉄道技術の国際標準化（２）鉄道技術の国際標準化（２）鉄道技術の国際標準化    

    ①①①①ISO、、、、IEC 等への参画等への参画等への参画等への参画 

 ISO（国際標準化機構）、IEC（国際電気標準会議）等の国際標準化活動に参画し、我が

国の優れた鉄道技術・規格の国際標準化の推進に貢献します。これらの目標達成のために

具体的には、関係する国内での ISO、IEC 等の専門家会議へ 70回程度参加します。 

 

②国際的な認証・安全性評価の推進②国際的な認証・安全性評価の推進②国際的な認証・安全性評価の推進②国際的な認証・安全性評価の推進    

 我が国鉄道技術の国際的な展開を支援するため、認証審査及び規格適合性評価を積極的

に行います。これらの目標達成のために具体的には、認証審査及び規格適合性評価に係る

受託契約の完遂率を 100%とします。 

 

４．４．４．４．その他国土交通行政への貢献その他国土交通行政への貢献その他国土交通行政への貢献その他国土交通行政への貢献    
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（（（（１１１１））））盗難車両盗難車両盗難車両盗難車両対策対策対策対策    

 自動車の盗難防止等を図るため、車台番号の改ざん等の盗難や不正が疑われる受検事案

があった場合には、速やかに国土交通省へ通報します。 

 

（２）点検・整備促進への貢献等（２）点検・整備促進への貢献等（２）点検・整備促進への貢献等（２）点検・整備促進への貢献等    

 適切な点検・整備及びリコール改修の促進のため、国土交通省と連携して啓発活動を行

い、また、国土交通省が行う指定整備工場の検査員研修等に講師を 5,000 回程度派遣する

などの支援に努めます。 

 

（３）関係機関との（３）関係機関との（３）関係機関との（３）関係機関との情報共有情報共有情報共有情報共有のののの促進促進促進促進    

 国土交通省においては、検査等の情報の一元化を検討しており、その一環として、中期

目標期間中の早期に、軽自動車検査協会が保有する検査情報を国土交通省が集約する仕組

みを構築することとされています。自動車機構においては、国土交通省が保有する車両の

不具合等の情報を共有できる仕組みを中期目標期間中の早期に整備します。 

 

Ⅳ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置Ⅳ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置Ⅳ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置Ⅳ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置    

１．業務運営１．業務運営１．業務運営１．業務運営 

（１）一般管理費及び業務経費の効率化目標等（１）一般管理費及び業務経費の効率化目標等（１）一般管理費及び業務経費の効率化目標等（１）一般管理費及び業務経費の効率化目標等 

 一般管理費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増

減する経費を除く。）について、中期目標期間中に見込まれる当該経費総額（初年度の当該

経費相当分に５を乗じた額）を６％程度抑制します。 

 また、業務経費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因によ

り増減する経費を除く。）について、中期目標期間中に見込まれる当該経費総額（初年度の

当該経費相当分に５を乗じた額）を２％程度抑制します。 

    

（２）調達の見直し（２）調達の見直し（２）調達の見直し（２）調達の見直し 

 「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年 5 月 25 日総務

大臣決定）等を踏まえ、公正かつ透明な調達手続による、適切で迅速かつ効果的な調達を

実現する観点から、毎年度策定する「調達等合理化計画」に基づく取組を着実に実施しま

す。具体的には、機械警備業務、回線利用料、健康診断などの複数年契約の実施や、守衛

業務、電力契約、施設内変電施設等について、隣接する研究所と一体で契約することによ

り、引き続き調達の効率化、コスト縮減を図ります。また、同一敷地にある国の運輸支局

等と警備、清掃業務、消防・空調設備の保守点検等の共同調達を可能な限り実施している

ところであり、今後とも、共同調達の実施により調達の効率化、コストの縮減に努めます。 

 また、随意契約については「独立行政法人の随意契約に係る事務について」（平成 26 年

10 月１日付け総管査第 284 号総務省行政管理局長通知）に基づき明確化した、随意契約に
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よることができる事由により、公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実施します。 

 

（３）業務運営の情報化・電子化の取組（３）業務運営の情報化・電子化の取組（３）業務運営の情報化・電子化の取組（３）業務運営の情報化・電子化の取組 

 「国の行政の業務改革に関する取組方針～行政の ICT 化・オープン化、業務改革の徹底

に向けて～」（平成 26 年 7 月 25 日総務大臣決定）に基づき、自動車機構内の効率的な情報

共有及び適切な意思決定等業務運営の電子化に取り組むことにより、業務運営の効率化を

図ります。 

 

２．組織運営２．組織運営２．組織運営２．組織運営 

（１）要員配置の見直し（１）要員配置の見直し（１）要員配置の見直し（１）要員配置の見直し 

 自動車機構においては、新技術や社会的要請に対応するため、今後、自動車の型式認証

に係る審査や新規検査、街頭検査、構造等変更検査における審査、リコール技術検証等に

重点化します。 

 このため、継続検査における検査業務量の変化を的確に把握した上で、要員配置の見直

しを行い、重点化する業務の強化を図ります。併せて継続検査に関する検査コース数の見

直しも実施するとともに、削減コースの有効活用を行います。 

 一方で、これらの検討は、検査業務において不適切審査事案を二度と発生させないため

の措置を踏まえて進めます。 

 

（２）その他実施体制の見直し（２）その他実施体制の見直し（２）その他実施体制の見直し（２）その他実施体制の見直し 

 自動車機構の業務が全体として効果的・効率的に実施されるよう必要な見直しを行うと

ともに、統合・移管定着後における組織・経費の合理化効果を発揮するため、間接部門の

共通化・効率化を図り、合理化により得られたリソースを重点化すべき業務に配置します。 

 

 また、今後、国土交通省において、自動車検査登録事務所等の集約・統合化の可否の検

討を行う際には、自動車機構の事務所等の集約・統合化の可否も併せて検討します。 

 なお、本部の移転について、統合後の管理部門の合理化や経費削減の観点を考慮しつつ、

中期目標期間中の早期に結論を得ます。 

 

（３）人事に関する計画（３）人事に関する計画（３）人事に関する計画（３）人事に関する計画 

 年功主義にこだわらない能力に応じた適正な人員配置を行い、給与水準については、国

家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方について厳しく検証し

た上で、その適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表します。 

 

Ⅴ．財務内容の改善に関するⅤ．財務内容の改善に関するⅤ．財務内容の改善に関するⅤ．財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置目標を達成するためにとるべき措置目標を達成するためにとるべき措置目標を達成するためにとるべき措置 

（１）財務運営の適正化（１）財務運営の適正化（１）財務運営の適正化（１）財務運営の適正化 
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 中期目標期間における予算、収支計画及び資金計画について、適正に計画し健全な財務

体質の維持を図ります。 

 独立行政法人会計基準の改訂（平成 12 年２月 16 日独立行政法人会計基準研究会策定、

平成 27 年１月 27 日改訂）等により、運営費交付金の会計処理として、業務達成基準によ

る収益化が原則とされたことを踏まえ、収益化単位としてⅢの「一定の事業等のまとまり」

ごとに予算と実績の管理を行います。 

 また、各年度期末における運営費交付金債務に関し、その発生状況を厳格に分析し、減

少に向けた努力を行います。 

 

（２）自己収入の拡大（２）自己収入の拡大（２）自己収入の拡大（２）自己収入の拡大 

 知的財産権の実施許諾の推進、研究・試験・研修施設の外部利用の促進、受託研究の獲

得拡大及び競争的資金への積極的な応募により、収入の確保・拡大を図ります。 

 

（３）保有資産の見直し（３）保有資産の見直し（３）保有資産の見直し（３）保有資産の見直し 

 保有資産については、資産の利用度のほか、本来業務に支障のない範囲での有効利用の

可能性、経済合理性などの観点に沿って、その必要性について、自主的な見直しを不断に

行います。 

 

Ⅵ．短期借入金の限度額Ⅵ．短期借入金の限度額Ⅵ．短期借入金の限度額Ⅵ．短期借入金の限度額    

 予見し難い事故等の事由の他、年度当初の運営資金、収入不足への対応のための経費が

必要となる可能性があるため、短期借入金の限度額を 3,000百万円とします。 

 

Ⅶ．その他業務運営に関するⅦ．その他業務運営に関するⅦ．その他業務運営に関するⅦ．その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置目標を達成するためにとるべき措置目標を達成するためにとるべき措置目標を達成するためにとるべき措置 

（１）自動車の設計から使用段階までの総合的な対応（１）自動車の設計から使用段階までの総合的な対応（１）自動車の設計から使用段階までの総合的な対応（１）自動車の設計から使用段階までの総合的な対応 

 自動運転システム、燃料電池自動車等の最新技術を搭載した自動車に、迅速かつ適切に

対応するためには、自動車メーカーの研究開発動向、国際標準化に向けた国際会議での議

論状況、型式認証及び使用段階での評価手法の改善の必要性、不具合発生状況等に関して、

詳細かつ俯瞰的に各部門が共通の問題意識を持ちつつ、対応する必要があります。旧自動

車検査独立行政法人と旧独立行政法人交通安全環境研究所が統合され自動車機構となった

今、シナジー効果を効率的に創出することが期待されます。 

 その効果が最大限発揮されるよう、理事長及び全理事からなる技術戦略本部を設置し、

技術戦略に特化して各部門が保有する情報を自動車機構全体で共有し、自動車機構内の技

術に関する企画・立案を一手に担う場としての機能を持たせます。 

【重要度：高】 

旧自動車検査独立行政法人と旧独立行政法人交通安全環境研究所の統合の最大の目的は、

自動車の設計から使用段階までを総合的に対応することによるシナジー効果の創出を通
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じ、自動車に係る国民の安全・安心の確保及び環境の保全を図ることであり、そのシナ

ジー効果の最大化に向けた措置は、統合の目的達成のために重要である。 

【指標】 

 ● 技術戦略本部の開催状況（モニタリング指標） 

 

（２）施設及び設備に関する計画（２）施設及び設備に関する計画（２）施設及び設備に関する計画（２）施設及び設備に関する計画 

 業務の確実な遂行のため、施設の計画的な整備・更新を進めるとともに、適切な維持管

理に努めます。 

 

施設・設備の内容 
予定額 

（百万円） 
財源 

（一般勘定） 

自動車等研究施設整備費 

新交通システム車両の安全性評

価試験施設の整備 

実走行環境性能評価試験施設の

整備 

 

（審査勘定） 

審査施設整備費 

審査場の建替等 

審査機器の更新等 

審査上屋の改修等 

基準策定・改正等に伴う試験設

備の導入・改造 

 

 

430 

 

210 

 

 

 

 

1,242 

5,120 

8,188 

4,480 

独立行政法人自動車技術総合機構

施設整備費補助金 

 

 

 

 

 

独立行政法人自動車技術総合機構

施設整備費補助金 

※本部移転に関する結論（現在は賃貸）によっては、本部の施設整備費が追加される場

合がある。 

 

（３）人材確保、育成及び職員の意欲向上（３）人材確保、育成及び職員の意欲向上（３）人材確保、育成及び職員の意欲向上（３）人材確保、育成及び職員の意欲向上 

 自動車機構の役割に合致した人材の確保に努めます。また、国や関係機関、各部門間の

人事交流、適正な業務を行うことが出来るような研修プログラムの整備・実施、基準策定・

国際相互承認の推進のための国際会議参加や研究発表等を通じて、人材育成に取り組みま

す。 

さらに業務改善の提案等の実績や緊急時の対応状況等を評価し、表彰することなどによ

り、職員の業務への取組意欲の向上を図ります。 
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（４）広報の充実強化を通じた国民理解の醸成（４）広報の充実強化を通じた国民理解の醸成（４）広報の充実強化を通じた国民理解の醸成（４）広報の充実強化を通じた国民理解の醸成 

 自動車機構の活動について、広報の充実強化を図るとともに、情報提供を積極的に進め

ます。交通安全環境研究所については、対外的プレゼンス向上等の取組の一つとして、研

究所の業務・成果を広く国民に網羅的に紹介する交通安全環境研究所フォーラム及びタイ

ムリーな特定のテーマにかかる研究成果等を紹介する講演会をそれぞれ毎年 1 回程度開催

するとともに、研究所の活動について広く国民の理解を得るため、研究所の一般公開を毎

年１回程度実施します。 

 

（５）内部統制の徹底（５）内部統制の徹底（５）内部統制の徹底（５）内部統制の徹底 

 「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」について」（平成 26 年 11

月 28日総務省行政管理局長通知）に基づき、業務方法書に定めた事項を確実に実施します。 

 また、理事長及び全理事からなる内部統制委員会及び同委員会に設置しているリスク管

理委員会の取組を強化するとともに、検査業務の適正化についても同じく理事長及び全理

事からなる検査業務適正化推進本部を設置するなどにより、自動車機構の長のリーダーシ

ップのもと、内部統制の取組について実態把握、継続的な分析、必要な見直しを行います。 

 また、監事監査において、内部統制のモニタリングが実施される等、監査が適切に実施

されるよう、体制を整えます。 

 研究不正の防止に向けた取組については、「研究活動における不正行為への対応等に関す

るガイドライン」（平成 26 年８月 26 日文部科学大臣決定）に従って、適切に取り組みます。 

 個人情報の保護、情報セキュリティについては、「サイバーセキュリティ戦略」（平成 27

年 9 月 4 日閣議決定）等の政府の方針を踏まえ、情報セキュリティの強化を図ります。 

 

（６）（６）（６）（６）独立行政法人自動車技術総合機構法（平成独立行政法人自動車技術総合機構法（平成独立行政法人自動車技術総合機構法（平成独立行政法人自動車技術総合機構法（平成 11111111 年法律第年法律第年法律第年法律第 222218181818 号）第号）第号）第号）第 11116666 条条条条第１項に第１項に第１項に第１項に規規規規

定定定定するするするする積積積積立金の使立金の使立金の使立金の使途途途途    

 前中期目標期間中からの繰越積立金は、中期目標期間中に自己収入財源で取得し、本中

期目標期間へ繰り越した有形固定資産の減価償却に要する費用等に充当します。 

 

ⅧⅧⅧⅧ．．．．不不不不要財産要財産要財産要財産又は不又は不又は不又は不要財産となる要財産となる要財産となる要財産となるこここことが見とが見とが見とが見込込込込ままままれれれれる財産のる財産のる財産のる財産の処分処分処分処分等に関する計画等に関する計画等に関する計画等に関する計画    

なし 

 

ⅨⅨⅨⅨ．重要な財産を．重要な財産を．重要な財産を．重要な財産を譲渡譲渡譲渡譲渡し、し、し、し、又は担又は担又は担又は担保にする計画保にする計画保にする計画保にする計画    

 なし 

 

ⅩⅩⅩⅩ．．．．剰余剰余剰余剰余金の使金の使金の使金の使途途途途    

    施設・設備の整備、広報活動、研究費への繰り入れ、海外交流事業（招聘、ワークショ

ップ、国際会議等）に使用します。 



（別紙１）平成 28年度～平成 32年度までの中期計画期間において重点的に推進するべき研究開発の方針 

※１ 事故防止、事故被害軽減、環境負荷軽減、省エネルギー等 ※２ 基準策定、国際標準獲得、新技術等を踏まえた試験方法等の評価手法見直し等 

 研究課題 何のために※１、どのような研究を、当中期目標期間に、どういう成果※２を目指して行うか 

自
動
車
 

予防安全 

交通事故を未然に防ぎ、特に交通死傷者の多くを占める、高齢者、歩行者及び自転車乗員に対する

効果が期待される先進技術を用いた予防安全技術の交通社会への浸透を支援するため、その効果 

検証、試験法の検討に関する研究を進めると共に、将来の自動運転車の安全な普及へとつなげるた

めに、要素技術の作動特性、安全な手動操作への遷移方法、自動運転車両の周囲車両への情報提示

のあり方等に関する研究を行い、技術基準案の策定や我が国主導の国際基準化等に対して研究成果

等を活用し貢献を行うものとする。 

衝突安全 

交通弱者に対する衝突事故被害軽減を図るため、コンパティビリティ（重量や大きさの異なる自動

車同士の衝突）に関する乗員保護、子供乗員及び高齢者乗員等保護、歩行者保護、自転車乗員保護

等に関する研究を行い、技術基準案の策定や我が国主導の国際基準化等に対して貢献を行うものと

する。 

自動運転技術の安全性・信頼性 

将来の自動運転技術の導入を見据え、機能拡大の著しい電子制御装置に係る安全性・信頼性が確保

されているか否かについて、的確な評価を行えるようにするため、不具合検出方法、電磁両立性に

関する評価方法等に関する研究を行うとともに、運転支援技術普及に伴う車両の著しい電子制御化

に対応するため、車両に関わる電子情報安全性管理について検討を行い、あらたな試験方法等を検

討・提案し、技術基準案の策定や我が国主導の国際基準化等に対して貢献を行うものとする。 

燃料電池等新技術搭載自動車の安

全・環境性能評価 

燃料電池自動車、電気自動車等に搭載の新技術（バッテリ等）について、安全性を確保すると共に、

環境性能（エネルギー消費率等）を正しく評価するため、安全・環境性能評価等に関する研究を行

い、技術基準案の策定や我が国主導の国際基準化等に対して貢献を行うものとする。 

実走行時の有害物質及び騒音の評

価 

自動車の有害物質排出及び騒音に関して、より走行実態に即した様々な運転条件下において適用可

能な評価方法の高度化等に関する研究を行い、技術基準案の策定や我が国主導の国際基準化等に対

して貢献を行うものとする。 

実用燃費の評価 

省エネルギーの観点から急速に向上している自動車の燃費等に関して、車両の運用実態を考慮した

評価方法の改善等に関する研究を行い、技術基準案の策定や我が国主導の国際基準化等に対して貢

献を行うものとする。 

鉄
道
等
 

都市交通システムの安全性・信頼

性評価 

都市交通システム等に用いられる技術の安全性・信頼性に関し、安全性評価・認証の的確な遂行に

資するよう、国内外の動向を踏まえた評価手法の研究を行い、新たな技術の導入促進及び我が国鉄

道技術の海外展開に貢献を行うものとする。 

地方鉄道の安全性向上 
自動車等で急速に進展している情報通信技術や各種センサ技術に着目し、低コストで鉄道等の安全

運行、予防保全等を実現する手法の研究を行い、地方鉄道等の安全性向上に貢献を行うものとする。 

公共交通の導入促進・評価 

超高齢化・人口減少等の社会情勢の変化に対応し、高齢者、交通弱者等の移動性向を考慮した交通

システム技術や軌道系交通システムと自動車交通の連携を踏まえた公共交通導入評価手法に関する

研究を行い、地域の特性に適した公共交通の整備に貢献を行うものとする。 



別紙

独立行政法人自動車技術総合機構

予算

予算予算

予算 （単位：百万円） 収支計画

収支計画収支計画

収支計画 （単位：百万円） 資金計画

資金計画資金計画

資金計画 （単位：百万円）

金　　額 金　　額 金　　額

収入 費用の部 64,264 資金支出 83,423

運営費交付金 16,113 経常費用 64,264 業務活動による支出 55,892

施設整備費補助金 19,670 人件費 36,236 投資活動による支出 27,361

受託収入等 2,610 研究業務費 758 財務活動による支出 170

審査手数料収入 45,030 審査業務費 12,844 次期中期目標の期間への繰越金 0

計 83,423 受託等経費 2,431

支出 一般管理費 4,689 資金収入 83,423

業務費 19,551 減価償却費 7,306 業務活動による収入 63,753

うち審査関係経費 18,349 財務費用 0 運営費交付金による収入 16,113

研究関係経費 758 臨時損失 0 審査手数料による収入 45,030

研修経費 444 その他の収入 2,610

人件費 36,234 収益の部 63,444 投資活動による収入 19,670

施設整備費 19,670 運営費交付金収益 10,271 施設整備費補助金による収入 19,670

受託等経費 2,433 審査手数料収益 45,030 その他の収入 0

審査手数料収納経費 634 その他の収入 2,609 財務活動による収入 0

一般管理費 4,901 資産見返負債戻入 5,534 前期中期目標の期間よりの繰越金 0

計 83,423 臨時利益 0

純利益 -820

目的積立金取崩額 0

総利益 -820

[運営費交付金の算定ルール]

別添のとおり。

[注記]

[人件費の見積り]

中期目標期間中31，169百万円を支出する。

当該人件費の見積りは、予算表中の人件費の

内、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、

超過勤務手当及び休職者給与の費用である。 （注）単位未満を四捨五入しているため合計額が合わない場合がある。

退職手当については、役員退職手当支給規程及び職員退職手当支給規程に基づいて支給することとなるが、一般勘定に係る業務（「一定の事業等のまとまり」のうち「自

動車及び鉄道等の研究業務等」）に従事する役職員にあっては、その全額について、運営費交付金を財源とし、審査勘定に係る業務（「一定の事業等のまとまり」のうち

「道路運送車両法に基づく執行業務等」）に従事する役職員にあっては、その全額について、審査手数料収入を財源とするものと想定している。

また、平成30年度の登録移管に係る人件費及び物件費は移管定員が決まっていないため、計上されていない。

中期計画予算（総表）（平成２８年度～３２年度）

区　　　　　別 区　　　　　別 区　　　　　別



独立行政法人自動車技術総合機構 中期計画予算（一般勘定）（平成２８年度～３２年度）

予算

予算予算

予算 （単位：百万円） 収支計画

収支計画収支計画

収支計画 （単位：百万円） 資金計画

資金計画資金計画

資金計画 （単位：百万円）

金　　額 金　　額 金　　額

収入 費用の部 6,016 資金支出 6,629

運営費交付金 3,749 経常費用 6,016 業務活動による支出 5,904

施設整備費補助金 640 人件費 2,982 投資活動による支出 640

受託収入等 2,240 研究業務費 758 財務活動による支出 85

審査手数料収入 0 審査業務費 0 次期中期目標の期間への繰越金 0

計 6,629 受託経費 2,130

支出 一般管理費 119 資金収入 6,629

業務費 758 減価償却費 27 業務活動による収入 5,989

うち審査関係経費 0 財務費用 0 運営費交付金による収入 3,749

研究関係経費 758 臨時損失 0 審査手数料による収入 0

人件費 2,982 その他の収入 2,240

施設整備費 640 収益の部 6,016 投資活動による収入 640

受託等経費 2,130 運営費交付金収益 3,749 施設整備費補助金による収入 640

一般管理費 119 審査手数料収益 0 その他の収入 0

計 6,629 その他収入 2,240 財務活動による収入 0

資産見返負債戻入 27 前期中期目標の期間よりの繰越金 0

臨時利益 0

純利益 0

目的積立金取崩額 0

総利益 0

[運営費交付金の算定ルール]

別添のとおり。

[注記]

退職手当については、役員退職手当支給規程及び職員退職手当支給規程に基づいて支給することとなるが、一般勘定に係る業務（「一定の事業等のまとまり」のうち「自

動車及び鉄道等の研究業務等」）に従事する役職員にあっては、その全額について、運営費交付金を財源とするものと想定している。

[人件費の見積り]

中期目標期間中2，237百万円を支出する。

当該人件費の見積りは、予算表中の人件費の

内、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、

超過勤務手当及び休職者給与の費用である。

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が合わない場合がある。

区　　　　　別 区　　　　　別 区　　　　　別



独立行政法人自動車技術総合機構 中期計画予算（審査勘定）（平成２８年度～３２年度）

予算

予算予算

予算 （単位：百万円） 収支計画

収支計画収支計画

収支計画 （単位：百万円） 資金計画

資金計画資金計画

資金計画 （単位：百万円）

金　　額 金　　額 金　　額

収入 費用の部 58,248 資金支出 76,794

運営費交付金 12,364 経常費用 58,248 業務活動による支出 49,988

施設整備費補助金 19,030 人件費 33,254 投資活動による支出 26,721

受託収入等 370 研究業務費 0 財務活動による支出 85

審査手数料収入 45,030 審査業務費 12,844 次期中期目標の期間への繰越金 0

計 76,794 受託等経費 301

支出 一般管理費 4,570 資金収入 76,794

業務費 18,794 減価償却費 7,279 業務活動による収入 57,764

うち審査関係経費 18,350 財務費用 0 運営費交付金による収入 12,364

研究関係経費 0 臨時損失 0 審査手数料による収入 45,030

研修経費 444 その他の収入 370

人件費 33,252 収益の部 57,428 投資活動による収入 19,030

施設整備費 19,030 運営費交付金収益 6,522 施設整備費補助金による収入 19,030

受託等経費 302 審査手数料収益 45,030 その他の収入 0

審査手数料収納経費 634 その他収入 369 財務活動による収入 0

一般管理費 4,782 資産見返負債戻入 5,507 前期中期目標の期間よりの繰越金 0

計 76,794 臨時利益 0

純利益 -820

目的積立金取崩額 0

総利益 -820

[運営費交付金の算定ルール]

別添のとおり。

[注記]

区　　　　　別

また、平成30年度の登録移管に係る人件費及び物件費は移管定員が決まっていないため、計上されていない。

退職手当については、役員退職手当支給規程及び職員退職手当支給規程に基づいて支給することとなるが、審査勘定に係る業務（「一定の事業等のまとまり」のうち「道

路運送車両法に基づく執行業務等」）に従事する役職員にあっては、その全額について、審査手数料収入を財源とするものと想定している。

[人件費の見積り]

中期目標期間中28，932百万円を支出する。

当該人件費の見積りは、予算表中の人件費の

内、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、

超過勤務手当及び休職者給与の費用である。

区　　　　　別

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が合わない場合がある。

区　　　　　別



【別添】

○運営費交付金＝人件費＋一般管理費＋業務経費－自己収入

１．人件費＝当年度人件費相当額＋前年度給与改定分等

　（１）当年度人件費相当額＝基準給与総額±新陳代謝所要額＋退職手当所要額

　　（イ）基準給与総額

28年度・・・所要額を積み上げ積算

29年度以降・・・前年度人件費相当額-前年度退職手当所要額

　　（ロ）新陳代謝所要額

新規採用給与総額（予定）の当年度分＋前年度新規採用者給与総額のうち平年度化額－前年度退職者の給与総額のうち平年度化額－当年度退職者の給与総額のうち当年度分

　　（ハ）退職手当所要額

当年度に退職が想定される人員ごとに積算

　（２）前年度給与改定分等（２４年度以降適用）

昇給原資額、給与改定額、退職手当等当初見込み得なかった人件費の不足額

なお、昇給原資額及び給与改定額は、運営状況等を勘案して措置することとする。運営状況等によっては、措置を行わないことも排除されない。

２．一般管理費

前年度一般管理費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）×一般管理費の効率化係数（α）×消費者物価指数（γ）＋当年度の所要額計上経費±特殊要因

３．業務経費

　　　研究経費

　 前年度研究経費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）×業務経費の効率化係数（β）×消費者物価指数（γ）×政策係数（δ）＋当年度の所要額計上経費±特殊要因

　　　審査経費

前年度審査経費相当額（所要額計上経費、特殊要因及び機器老朽更新等費を除く）×業務経費の効率化係数（β）×消費者物価指数（γ）×政策係数（δ）＋当年度の所要額計上経費

±特殊要因＋機器老朽更新等費(中期計画に応じた必要経費を考慮して積算。中期計画の進捗状況や保安基準の改正状況等に鑑み,毎年度の予算編成過程において決定。)

４．自己収入

過去実績等を勘案し、当年度に想定される収入見込額を計上

一般管理費の効率化係数（α）：毎年度の予算編成過程において決定

業務経費の効率化係数（β）：毎年度の予算編成過程において決定

消費者物価指数（γ）：毎年度の予算編成過程において決定

政策係数（δ）：法人の研究進捗状況や財務状況、新たな政策ニーズへの対応の必要性等を総合的に勘案し、毎年度の予算編成過程において決定

所要額計上経費：公租公課、電子計算機借料等の所要額計上を必要とする経費

特殊要因：法令改正等に伴い必要となる措置、現時点で予測不可能な事由により、特定の年度に一時的に発生する資金需要に応じ計上

[注記]　前提条件：

一般管理費の効率化係数（α）：中期計画期間中は0.97として推計

業務経費の効率化係数（β）：中期計画期間中は0.99として推計

消費者物価指数（γ）：中期計画期間中は1.00として推計

政策係数（δ）：中期計画期間中は1.00として推計

人件費（２）前年度給与改定分等：中期計画期間中は0として推計

自動車技術総合機構　運営費交付金の算定ルール

特殊要因：中期計画期間中は0として推計




